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女性の職業選択に資する情報の公表 

 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)第 21 条に基づき、

かすみがうら市における女性の職業選択に資する情報を公表します。 

  

令和 5年 10 月 4日 

 

 

1．女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 

（1）採用した職員に占める女性職員の割合（各年度 4月 1 日～翌年 3月 31日採用者） 

 令和 4年度 令和 3年度 令和 2年度 

男性 

(人) 

女性 

(人) 

女性 

割合 

男性 

(人) 

女性 

(人) 

女性 

割合 

男性 

(人) 

女性 

(人) 

女性 

割合 

行政職 4 2 33.3% 4 2 33.3% 5 4 44.4% 

消防職 4 0 0% 5 0 0% 4 0 0% 

合計 8 2 20.0% 9 2 18.2% 9 4 30.8% 

 

（2）採用試験の受験者に占める女性の割合（翌年度 4月採用分） 

 令和 4年度 令和 3年度 令和 2年度 

男性 

(人) 

女性 

(人) 

女性 

割合 

男性 

(人) 

女性 

(人) 

女性 

割合 

男性 

(人) 

女性 

(人) 

女性 

割合 

行政職 22 14 38.9% 35 14 28.6% 24 12 33.3% 

消防職 11 0 0% 22 1 4.3% 17 0 0% 

合計 33 14 29.8% 57 15 20.8% 41 12 22.6% 

 

（3）全職員に占める女性職員の割合（各年度 4月 1日時点） 

年度 男性(人) 女性(人) 女性割合 

令和 5年度 289 100 25.7% 

令和 4年度 292 105 26.4% 

令和 3年度 296 108 26.7% 
 ※再任用短時間勤務職員を含まない。 

 

（4）管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（各年度 4月 1 日時点） 

年度 男性(人) 女性(人) 女性割合 

令和 5年度 47 0 0% 

令和 4年度 47 0 0% 

令和 3年度 49 2 3.9% 
※対象となる役職…部長級、課長級 

 

（5）各役職段階にある職員に占める女性職員の割合（各年度 4月 1 日時点） 

年度 

係長級 課長補佐級 課長級 部長級 

女性 

(人) 

女性 

割合 

女性 

(人) 

女性 

割合 

女性 

(人) 

女性 

割合 

女性 

(人) 

女性 

割合 

令和 5年度 15 18.3% 6 10.0% 0 0% 0 0% 

令和 4年度 16 19.3% 5 8.5% 0 0% 0 0% 

令和 3年度 18 20.7% 2 3.6% 2 5.1% 0 0% 
※係長級  …係長、主査 

 課長補佐級…課長補佐、センター長、所長、館長、室長、事務局長補佐、主任主査、副署長 

 課長級  …課長、企画監、監査委員事務局長、副参事、署長 

 部長級  …市長公室長、部長、理事、事務局長、次長、参事、事務所長、消防長 
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2．職業生活と家庭生活との両立 

（1）男女別の育児休業取得率及び平均取得期間の分布状況 

 ①取得率 

年度 性別 
本人又は配偶者が 

出産した職員数(人) 

育児休業 

取得者数(人) 
取得率 

令和 4年度 
男性 19 1 5.3% 

女性 3 3 100.0% 

令和 3年度 
男性 13 0 0% 

女性 2 2 100.0% 

令和 2年度 
男性 8 0 0% 

女性 0 ― ― 

 

②平均取得期間の分布状況（令和 4 年度） 

取得日数 10 日未満 10～49 50～99 100～199 200～299 300日以上 

男性職員      1 

 

取得日数 400日未満 400～499 500～599 600～699 700日以上 

女性職員 1   2  

 

（2）配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率並びに合計取得日数の分布状況 

 ＜対象者＞配偶者の出産日が各年度内の男性職員 

 ①取得率 

年度 
対象者数 

(人) 

配偶者出産休暇 育児参加のための休暇 

取得者数(人) 取得率 取得者数(人) 取得率 

令和 4年度 19 17 89.5% 14 73.7% 

令和 3年度 13 10 76.9% 4 30.8% 

令和 2年度 8 5 62.5% 1 12.5% 

 ※配偶者出産休暇…男性職員が、妻の出産に係る入院等の日から出産の日後 2 週間を経過する日までの

期間に、2日の範囲内で取得できる休暇 
 ※育児参加のための休暇…男性職員が、妻の出産予定日の 8 週間前の日から出産の日以後 1 年を経過す

る日までの期間に、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの

子を養育する場合に、5日の範囲内で取得できる休暇 

 

 ②配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の合計取得日数の分布状況（令和 4 年度） 

取得 

日数 
1 日未満 

1 日以上 

2 日未満 

2 日以上 

3 日未満 

3 日以上 

4 日未満 

4 日以上 

5 日未満 

5 日以上 

6 日未満 

6 日以上 

7 日未満 
7 日 

人数  2 3  3 5 1 5 

 

（3）年次休暇の取得日数の状況 

年度 付与日数 取得日数 取得率 

令和 4年度 40.5日 13.6日 33.4% 

令和 3年度 38.3日 12.3日 32.0% 

令和 2年度 38.9日 11.5日 30.6% 
※令和 4 年 4 月 1 月以降の年次休暇を、年付与から年度付与に変更したことによる経過措置のため、令

和 4年度の付与日数は最大 45日 

 

 

 


